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令和６年度から国税として徴収される森林環境税をご存じですか？
また、令和元年度から先行して始まっている森林環境譲与税のことは、

知っていましたか？

「森林環境税」は、1人年額1,000円

『森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律』（平成31(2019)年3月成
立）は、「森林環境税」を国民から徴収する目的を次のように記載しています。

第一条 この法律は、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、
市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策
の財源に充てるため

代表的な森林の持つ人にとって「いいはたらき」（林野庁作成のパンフレットより）

 担い手不足は、お金だけでは解決できない問題です。

要するに、森林の持っている「はたらき」は、人が生活していく
上でとても大事であるから、国民みんなで国土の森林の「はたら
き」を維持していきましょう、ということです。

農林水産省のホームページには、次のことが記載されています。

所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題

長野県の林業従事者数の推移



次号予告
『樹木に咲く花たち』

今後、説明会を計画しますので、ご意見、ご要望等をお寄せください。

「森林環境譲与税」は、
森林のはたらきが人のためになるよう使うお金

国民から徴収した「森林環境税」は、次の基準をもとに「森林環境譲与税」とし
て都道府県及び市町村へ配分されます。

私有林人工林面積 ５０％ 林業就業者数 ２０％ 人口 ３０％

したがって、森林の少ない都市部でも多くの人口を抱えているため、森林の多
い市町村よりも多額に配分されることがあります。

都市部との連携、知恵と工夫が試されていると言えます。

「森林環境譲与税」の使い道は、次の内容が挙げられます。

【森林整備】
人工林の整備等
林道や作業道の整備
鳥獣被害、森林病害虫対策
災害対策
計画策定・森林情報整備等
都市部自治体による

山村部自治体の森林整備など

【人材育成】
林業事業体、林業従事者への支援
研修生への支援
研修の実施
担い手確保のための情報発信
市町村体制の確保

など

【木材の利用】
施設の木造・木質化
木製品の制作・利用
木材利用のための体制整備

など

【普及啓発】
森林に関する市民講座、シンポジウム等の開催
木材利用の促進を図るため、都市部自治体内で開催されるイベントに、上流自治体と共同出展
森林環境教育プログラムやパンフレットの作成、受け入れ体制の整備
都市・山村の子供たちの交流植林活動を行うため、植林地の整備や苗木購入等を実施 など

小谷村の実績
「森林環境譲与税」は、令和元年度から先行して配分されています。令和４

年度までの実績は、以下のとおりです。

備 考基金へ積立支 出譲与税交付額年度

3,832,000円3,832,000円元

8,144,000円8,144,000円２

8,177,000円8,177,000円３

小学校周辺の間伐、イベント開催
等へ支出

5,308,625円5,479,375円10,788,000円４

担い手が少ない現状では、森林整備を大きく展開することには無理があります。
村では、将来の担い手を育成する上で森や木を好きになる人を育むことに重点を置き、優先順位
を次のとおりに考えています。

１ 普及啓発 → ２ 人材育成 → ３ 森林資源活用 → ４ 森林整備

3月18日、19日開催の『第2回おたりの森と木であそぼうよ』もその一環でした。


